
東電 原発事故刑事裁判 判決

○ 日時 9月21日(土) 午後6時半～8時半

○ 場所 品川区荏原第五区民集会所(第1集会室)

○ お話 武藤類子さん(福島原発告訴団団長) 

○ 参加費 500円 
DVD上映 「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」

主催 さよなら原発しながわアクション 
東京都 品川区 二葉 1-8-6平和共同事務所方  Tel/Fax 03-3783-3370(毎週火曜日19時～21時) 

東京都 品川区 二葉1-1-2  東急大井町線 下神明駅徒歩2分 

メール nonukesshinagawa@yahoo.co.jp 

福島原発事故の刑事責任を問う裁判も9月19日に判決が出ます。裁判の中で津波襲来は予測されていて防止策も提言されていたにも
かかわらず、実行しなかったなど明らかにされてます。司法は公正な判決を出すでしょうか？今回武藤類子さんをお招きし、お話を
していただきます。多くの方、ぜひお話を聞いてください。
また、同日午後3時よりさよなら原発しながわアクション総会を第2集会室で行います。
毎月11日基準に脱原発署名行動や、写真展、講演会、パレードなど行ってます。ぜひ一緒に行動しませんか？会費2000円です。

武藤類子さんが語る

午後6時開場 

(さよなら原発しながわアクション会員は無料) 


